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(ワ )第 28700号  生物学上の親調査義務確認等請求事件
江蔵  智
東 京 都

訴えの変更申立書

2024年 12月 10日

東京地方裁判所民事第 16部乙B係 御中
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標記事件について、原告は、 2021年 12月 7日 付訴状訂正申立書 (2)3頁

記載の請求の趣旨の第 1項を、本件調査による第二者のプライバシー権等への影響

を最小限に留め (以下の方法であれば調査に協力 した第二者は原告母親 との親子関

係の存否 とい う事実のみを知ることになる)、 かつ、調査方法を簡略化するために、

下記のとお り変更 します。

記

「1 被告は、被告が昭和 33年 4月 10日 頃に都立墨田産院において発生 した原

告 と他の新生児 との取 り違え事件に関し、別紙の方法による調査を実施せ よ。」
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別紙

1 被告は、訴外墨田区から昭和 38年 4月 1日 から同月 30日 までの間に作成 さ

れた戸籍受附帳の うち、「件名」が「出生」となっている届出全部に記載 された「届

出事件本人の氏名」、「本籍」、及び 「備考」欄の情報 (以下、「本件戸籍受附帳情

報」 とい う)を取得すること。

2 被告は、訴外墨田区から得 られた本件戸籍受附帳情報に基づき住民票及び戸籍

等を取 り寄せ、届出事件本人全員の性別及び現住所、並びに戸籍上の両親 (既に

死亡 している場合を除く)の現住所を調査すること。

3 被告は、本件戸籍受付帳情報に記載 された届出事件本人のうち、性別が男性で

ある者全員及びその戸籍上の両親に紺 して、平成 18年 10月 12日 付東京高等

裁判所判決において認定された昭和 33年 4月 10日 頃に東京都立墨田産院にお

いて発生 した原告 と他の新生児 との取 り違え事件に関する事実関係を説明し、原

告が血縁上の両親 との連絡を希望 していることを記載 し、原告の血縁上の両親を

特定するための調査協力を依頼する文書を郵送すること。

4 被告は、本件戸籍受付帳情報に記載 された届出事件本人のうち、性別が男性で

ある者全員に対 して、戸別訪間を実施 し、届出事件本人の出生病院を調査するこ

と。

5 被告は、上記 4の調査の結果、届出事件本人の出生病院が都立墨田産院でない

ことが明らかでない場合には、当該届出本人全員に対 して、原告が指定する手紙

ならびに原告及びその両親の写真を手交 した上で、原告の母親 との親子関係を確

認するためのDNA鑑 定調査への協力を依頼すること。

6 被告は、上記 5の手続により協力を得ることのできた当該届出本人についてD

NA鑑定を実施すること。

7 被告は、上記 6の DNA鑑 定の結果、原告母親 との親子関係が確認できた場合

には、その事実を当該届出本人に報告 し、原告母親及び原告が当該届出本人 と連

絡を取ることを強く希望 していることを伝えた上で、原告母親又は原告 と連絡を
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希望するか意思確認を行 うこと。

8 被告は、上記 1ないし7の調査を完了した時点で、遅滞なく調査紺象者 (上記

7の手続により原告母親又は原告との連絡を希望した者は除く)の個人情報を明

らかにしない範囲で、調査の顛末について原告に対して書面及び口頭で報告する

こと。
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